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物性研共同利用委員に大学院生はなるべきでないのか ?

京 都 物 性 若 手 グ ル - プ

今期の物性研共同利用施設専門委員に､物性グループ百人委員に よって選出

された徳永正晴氏 (京大 ･理 D .C.2年)の身分が大学院学生であ畠という

理由で正式の委員としての任命が物性研所長によって拒否され､ オブザ-バ-

としての資格 しか与えられないということが起っているO この問題は以前にも

東大D･C･の槌田氏について起ったのと同様のケ-スであり.その時は議論

が定まらないまま､/幸か不幸か同氏が助手になったので正式の委員に任命 され

て残 りの任期は議決権をもった委員 として認められ､結局未解決のまま持込さ

れたのである｡ 今回の拒否の理由も以前とまったく同じであり､前回のことは

別に慣例になったとはどこか らも認められていないのに既成事実とされ ようと

している｡ ここに再び物性研が研究者の共同利用研究所としての性格をもって

いること.研究の運営については大学院生 (少 くともD ･C堺上)以上の研究

者は平等の権利をもつことが学問の発展のためにも重要なことであると強請し

なければならないのは残念な ことである｡

この問題を考えるには､･まず研究者 自身の問で どう考える-かが一つの､段階で

あり.今のところ大切な点であるといえる｡ 研究者の中で大学院生を研究運営

面で平等の権利があるものとして扱 うことが 日本の学問の将来にとり必要かど

うか ということである｡ これが認め られれば､次いでは研究者 とナンセンスな

日本の大学の官僚機構との斗いである｡広い意味の法律 (制度)に反するか ら

オブザーバーにしかな らないの卑ゝ､それ とも大学院生は研究運営面での権利な

どない方がいいのか.このことをうやむやに して､責任のがれをしてはいけな

い｡一体 どっちの理由であるのかはっきりさせる必要がある｡共同利用委員

(略)はそもそも形式上は所員会の諮問機関ではあるが､実際には共同利用に

関係ある全国の研究者の代表が参加 しているこの委員が.実質的な権利をもっ

ている｡ このところは現在の細度 との妥協である｡共同利用研究者の 中で大学

院生が大 きな部分を占めている以上偽の大学の職員が もつ権利 と平等の権利を
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この諮問委員会にもっていると考えて当然だろうO だからこそ.委員の選挙

も身分の差別なく研究考の問での自由な選挙で選ばれた百人委員による身分

の差別のない選出者が 自動的に任命 されてきた筈である｡ 今回の選挙の結果

も全体の意志である｡ 大学院生であるという形式的な理由でこの決定を拒否

す ることは､物性論グ!L,-プ式の日本の研究運営の進め方に対す る否定 と考

えざるをえない｡大学院生は いわゆる経験は浅いのか もしれない｡ しか し日

本の学問の将来にとり古い先生方だけで研究運営面を討議することがそんな

に大切なのか.･軍にいうと若手の意見を十分にとり入れ ることがそんなにiy

ヤマにな ることなのであろうか ?今迄 にそういう破壊的な列があったとでも

いうのだろうか弓叉百人委員会 はそれほど無責任な選挙をする機関 と考え られ

ているのだろうか ?

さて大学院生 も研究運営面で平等の権利をもつべ きだが.現在の制度 では

仕方がない.実質でガマンしてくれ という衛意見に対しては､その制度 をぶ

ちこわす努力をされた結果､本心か らそういわれたと感 じられた ら､ ロ ビル

･を噛んで日本の大学の官僚制への怒 りをぶちまけ合わねはならなくなるのだ

が1. 研究者の方か らどうせダメだか らというので自ら内へ商って押える方に

まわられては.本当は大学院生なんて黙っていろといわれているように感じ

たくなる二宮僚機構が無難にや り抜 けようとするその点をこそ 問題化し

ない限 り､いっ も研究者間の くい合い.がまんの仕 合いになるのがオチであ

り.現在の官僚統制とはまさに この ことである｡ 研究者間では 打 まず法律 p

ではなくて､研究上.学問上の要求で既成事実をつ くって押 してみて制度と

ぶつつか らなければなるまいoその義務が研究者の代表 となられた方にはあ

ると思うのであ り､我々もそれに援助は惜 しまない｡ それが感 じられない限

り.●そのおえら方は研究者の意向を押えることを自分の仕事 と心得てお られ

ると思わざるをえない｡ (つづ く)

〔物性若手グループ委員長が物性研所長 との会見の報告を次号以下に書 く予定｡〕
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